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(57)【要約】
【課題】二次電池の充放電電流をより高い精度のもとに
管理することのできる車両用電池管理装置、及び該管理
装置に用いられる電流センサのオフセットをより正確に
検出することのできる電流センサのオフセット検出方法
を提供する。
【解決手段】車両用電池管理装置は、走行用電動機／発
電機との間で電力の授受が行われる二次電池ＢＴの充放
電を管理する。車両用電池管理装置には、二次電池ＢＴ
の電流を計測する電流センサＡＭと、二次電池ＢＴ及び
電流センサＡＭからなる直列回路と、該直列回路に並列
接続された第１のリレー１３及び抵抗器Ｒ１からなる直
列回路とにより構成される並列回路と、並列回路と電力
授受先との間に設けられたメインリレー１１と、メイン
リレー１１と第１のリレー１３とを各別に開閉制御可能
であるとともに、電流センサＡＭによる検出値に基づい
て二次電池ＢＴの充放電にかかる電流値を算出する電池
管理ＥＣＵ１０とが設けられる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両に搭載された走行用電動機／発電機との間で電力の授受が行われる二次電池の充放
電を管理する車両用電池管理装置であって、
　前記二次電池の電流を計測する電流センサと、
　前記二次電池及び前記電流センサからなる直列回路と、当該直列回路に並列接続された
第１の副開閉器及び抵抗器からなる直列回路とにより構成される並列回路と、
　前記並列回路と前記二次電池の電力授受先との間に設けられた主開閉器と、
　前記主開閉器と前記第１の副開閉器とを各別に開閉制御可能であるとともに、前記電流
センサによる検出値に基づいて前記二次電池の充放電にかかる電流値を算出する制御装置
とを備える
　ことを特徴とする車両用電池管理装置。
【請求項２】
　前記制御装置は、前記主開閉器を開きかつ前記第１の副開閉器を閉じて前記二次電池か
ら前記抵抗器に流れる電流を前記電流センサに流した後、前記第１の副開閉器を開いてか
ら前記電流センサによる検出値を電流センサのオフセットとして取得し、該取得したオフ
セットによって前記電流センサにより検出されるその後の値を補正する
　請求項１に記載の車両用電池管理装置。
【請求項３】
　前記二次電池及び前記電流センサからなる直列回路には更に、前記制御装置により開閉
制御される直列開閉器が前記主開閉器との間に前記二次電池及び前記電流センサを挟むよ
うに直列に設けられている
　請求項１または２に記載の車両用電池管理装置。
【請求項４】
　前記制御装置は、前記主開閉器が閉じられているときに前記算出した電流値が前記二次
電池に充電することのできる電流値の上限を示す値である過充電閾値を超える場合、前記
第１の副開閉器を閉じる制御を行う
　請求項１～３のいずれか一項に記載の車両用電池管理装置。
【請求項５】
　前記並列回路には更に、前記制御装置によって開閉制御される第２の副開閉器とコンデ
ンサからなる直列回路が並列接続され、
　前記制御装置は、前記主開閉器が閉じられているとき前記算出した電流値が前記過充電
閾値を超える場合、前記第１の副開閉器とともに前記第２の副開閉器を閉じる制御を併せ
て行う
　請求項４に記載の車両用電池管理装置。
【請求項６】
　前記開閉器のそれぞれは、無接点式の開閉器からなる
　請求項１～５のいずれか一項に記載の車両用電池管理装置。
【請求項７】
　車両に搭載された走行用電動機／発電機との間で電力の授受が行われる二次電池の充放
電を、前記二次電池の電流を計測する電流センサの検出値に基づいて管理する車両用電池
管理装置に用いられる電流センサのオフセット検出方法であって、
　前記二次電池と前記電流センサとからなる直列回路と前記走行用電動機／発電機との接
続を遮断するとともに、前記直列回路に抵抗器を並列接続させて該並列接続させた抵抗器
に前記二次電池からの放電電流を流した後、前記直列回路と前記抵抗器との並列接続を遮
断してから前記電流センサの検出値を該電流センサのオフセットとして検出する
　ことを特徴とする電流センサのオフセット検出方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、車両に搭載された走行用電動機の給電に用いられる二次電池の充放電を管理
する車両用電池管理装置、及び該管理装置に用いられる電流センサに適用して有益な電流
センサのオフセット検出方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電動機により車両駆動力を得ている電気自動車（ＰＥＶ）やハイブリッド自動車（ＨＥ
Ｖ）等の電動車両は、搭載している二次電池に蓄えられた電力により同車両の電動機を駆
動する一方、例えば車両制動時に電動機を発電機として機能させるなどにより回生した電
力を二次電池に充電するようにしている。また、特にハイブリッド自動車にあっては、機
関駆動されるモータージェネレータ（電動機／発電機）を備え、この電動機／発電機によ
って発電される電力を二次電池に充電するようにしているものもある。
【０００３】
　ここで一般に、二次電池は、過放電や過充電が行われると性能が劣化するため、二次電
池の残存容量（ＳＯＣ：ｓｔａｔｅ　ｏｆ　ｃｈａｒｇｅ）を把握しつつ、このような充
電や放電を管理する必要がある。特に、図６に示すように、内燃機関ＥＮにより駆動され
る電動機／発電機ＭＧが発生する電力をインバータＩＶを介して二次電池ＢＴに充電する
ハイブリッド自動車では、二次電池ＢＴに対する回生電力の充電、並びに二次電池ＢＴに
よる電動機／発電機ＭＧへの電力供給が常時繰り返されることとなる。このことから、ハ
イブリッド自動車では通常、例えばＳＯＣが５０％から６０％の範囲内となるように二次
電池ＢＴの充放電が管理されている。すなわち、電流センサＡＭにより検出される電流値
に基づいて電池管理ＥＣＵ１０が二次電池ＢＴのＳＯＣを算出する。そして当該算出され
たＳＯＣに基づいて駆動系ＥＣＵ２０が内燃機関ＥＮやインバータＩＶ及び電動機／発電
機ＭＧと内燃機関ＥＮとを接続するトランスアクスルＴＡを制御するなどして二次電池Ｂ
Ｔの充放電を管理するようにしている。なお、二次電池ＢＴのＳＯＣは、充電電流の積算
値から放電電流の積算値を減算することにより求められることから、二次電池ＢＴのＳＯ
Ｃを特定の範囲内に維持するためには、それら充電電流及び放電電流を高い精度で求める
ことが必要となる。
【０００４】
　このようなこともあり、従来から、二次電池の充放電電流を高い精度で求める技術が提
案されており、その一例として特許文献１に記載の技術がある。特許文献１に記載の車両
用電池管理装置には、二次電池とインバータとの間に配されて電流センサ及びバイパス回
路のいずれか一方を選択的に直列接続するリレーと、電流センサにより検出された値に基
づいて電流値を求める制御装置とが設けられている。そして、二次電池にバイパス回路を
直列接続するようにリレーを切換えることにより電流センサに流れる電流を遮断して、制
御装置により電流センサのオフセットを取得した後、二次電池に電流センサを直列接続し
て得られる電流値を、この取得したオフセットに基づいて補正するようにしている。これ
により、二次電池の充放電電流を高い精度で求めることができるようになる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－７２８７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、電流センサには通常、導体に電流が流れたときにその周辺に発生する磁束を
集束して測定感度を高めるためのセンサコアが使用されているが、このセンサコアには、
直前に検出された電流に応じた磁束の影響が残留するおそれもある。このため、特許文献
１に記載の装置のように、電流センサによる検出値を予め求めたオフセットにより補正し
たとしても、その補正に用いられるオフセットそのものにセンサコアの残留磁束の影響が
含まれている可能性もあるなど、二次電池の充放電管理にかかる技術にはいまだ改善の余
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地が残されている。
【０００７】
　本発明は、このような実情に鑑みてなされたものであり、その目的は、二次電池の充放
電電流をより高い精度のもとに管理することのできる車両用電池管理装置、及び該管理装
置に用いられる電流センサのオフセットをより正確に検出することのできる電流センサの
オフセット検出方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するため、請求項１に記載の発明は、車両に搭載された走行用電動機／
発電機との間で電力の授受が行われる二次電池の充放電を管理する車両用電池管理装置で
あって、前記二次電池の電流を計測する電流センサと、前記二次電池及び前記電流センサ
からなる直列回路と、当該直列回路に並列接続された第１の副開閉器及び抵抗器からなる
直列回路とにより構成される並列回路と、前記並列回路と前記二次電池の電力授受先との
間に設けられた主開閉器と、前記主開閉器と前記第１の副開閉器とを各別に開閉制御可能
であるとともに、前記電流センサによる検出値に基づいて前記二次電池の充放電にかかる
電流値を算出する制御装置とを備えることを要旨とする。
【０００９】
　このような構成によれば、制御装置は、二次電池の接続先を、二次電池の電力授受先で
ある車両走行用の電動機／発電機とすることができることはもとより、二次電池をそれら
電力授受先から切り離すとともにこの切り離した二次電池に抵抗器が並列接続されたルー
プ回路を構成して、該抵抗器に定常電流を流すようにすることができるようにもなる。定
常電流は、該電流が流れる電流センサに生じるヒステリシスの影響などを低減もしくは予
測可能とすることから、電流センサにて検出される検出値から算出される電流値の精度も
自ずと向上されるようになる。このため、こうした回路構成を有する車両用電池管理装置
によれば、二次電池の充放電電流をより高い精度のもとに管理することができるようにな
る。
【００１０】
　また同構成によれば、制御装置を通じて二次電池を車両走行用の電動機／発電機に接続
させつつ二次電池に抵抗器を並列接続することで、二次電池に充電される電流を抵抗器に
分流させた状態で二次電池の充電電流を管理することもできる。
【００１１】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の車両用電池管理装置において、前記制御装
置は、前記主開閉器を開きかつ前記第１の副開閉器を閉じて前記二次電池から前記抵抗器
に流れる電流を前記電流センサに流した後、前記第１の副開閉器を開いてから前記電流セ
ンサによる検出値を電流センサのオフセットとして取得し、該取得したオフセットによっ
て前記電流センサにより検出されるその後の値を補正することを要旨とする。
【００１２】
　このような構成によれば、予め電流センサに二次電池と抵抗器とにより規定される定常
電流を流してから電流センサのオフセットを取得するので、電流センサのオフセットを既
知の電流履歴の下で取得することができるようになる。すなわち、二次電池は充放電が繰
り返されるため電流履歴が変化するが、本構成によれば、電流センサの残留磁束を一定の
状態に矯正してからオフセットを取得する。このように矯正された残留磁束の下で電流セ
ンサのオフセットを取得することにより、電流履歴により変わる残留磁束の影響が小さく
なり、取得されるオフセットの精度も一定に維持されるようになる。そしてその後、電流
センサの検出値をこの取得したオフセットにて補正することにより、高い精度に維持され
た電流値が求められることはもとより、二次電池のＳＯＣも好適に管理することができる
ようになる。
【００１３】
　請求項３に記載の発明は、請求項１または２に記載の車両用電池管理装置において、前
記二次電池及び前記電流センサからなる直列回路には更に、前記制御装置により開閉制御
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される直列開閉器が前記主開閉器との間に前記二次電池及び前記電流センサを挟むように
直列に設けられていることを要旨とする。
【００１４】
　このような構成によれば、主開閉器と直列開閉器との協働により二次電池や電流センサ
を走行用電動機／発電機から電気的に遮断することができるようになるため、電流センサ
の検出値に走行用電動機／発電機など車両からのノイズが含まれる影響を低減することが
できるようになる。これにより、電流センサの検出値に含まれるノイズなどの影響が低減
されて、オフセット検出精度のさらなる向上が図られるようになる。
【００１５】
　請求項４に記載の発明は、請求項１～３のいずれか一項に記載の車両用電池管理装置に
おいて、前記制御装置は、前記主開閉器が閉じられているときに前記算出した電流値が前
記二次電池に充電することのできる電流値の上限を示す値である過充電閾値を超える場合
、前記第１の副開閉器を閉じる制御を行うことを要旨とする。
【００１６】
　このような構成によれば、抵抗器を、電流センサに定常電流を流すばかりではなく、二
次電池に供給される過充電電流の一部の消費にも用いることができるようになり、当該車
両用電池管理装置として二次電池の充放電電流の管理にかかる自由度も拡大されるように
なる。
【００１７】
　請求項５に記載の発明は、請求項４に記載の車両用電池管理装置において、前記並列回
路には更に、前記制御装置によって開閉制御される第２の副開閉器とコンデンサからなる
直列回路が並列接続され、前記制御装置は、前記主開閉器が閉じられているとき前記算出
した電流値が前記過充電閾値を超える場合、前記第１の副開閉器とともに前記第２の副開
閉器を閉じる制御を併せて行うことを要旨とする。
【００１８】
　このような構成によれば、二次電池に過充電電流が供給されたとき、当該過充電電流の
一部を抵抗にて消費するのみならず、一時的にコンデンサに蓄えることができるようにも
なる。これにより、充電電流に含まれるノイズの軽減や電流変動の平滑化も可能となり、
車両用電池管理装置としての二次電池の充放電電流の管理もより円滑に行われるようにな
る。
【００１９】
　請求項６に記載の発明は、請求項１～５のいずれか一項に記載の車両用電池管理装置に
おいて、前記開閉器のそれぞれは、無接点式の開閉器からなることを要旨とする。
　このように、主開閉器、副開閉器、直列開閉器などを無接点リレーなどの無接点式の開
閉器とすることで、速い応答速度が得られるとともに、機械故障や振動や衝撃等による誤
動作などが生じるおそれもなくなり、当該車両用電池管理装置としても、管理性能の向上
はもとより信頼性も高く維持されるようになる。
【００２０】
　上記課題を解決するため、請求項７に記載の発明は、車両に搭載された走行用電動機／
発電機との間で電力の授受が行われる二次電池の充放電を、前記二次電池の電流を計測す
る電流センサの検出値に基づいて管理する車両用電池管理装置に用いられる電流センサの
オフセット検出方法であって、前記二次電池と前記電流センサとからなる直列回路と前記
走行用電動機／発電機との接続を遮断するとともに、前記直列回路に抵抗器を並列接続さ
せて該並列接続させた抵抗器に前記二次電池からの放電電流を流した後、前記直列回路と
前記抵抗器との並列接続を遮断してから前記電流センサの検出値を該電流センサのオフセ
ットとして検出することを要旨とする。
【００２１】
　このような方法によれば、予め電流センサに二次電池と抵抗器とにより規定される定常
電流を流してから電流センサのオフセットを取得するので、電流センサのオフセットを既
知の電流履歴の下で取得することができるようになる。すなわち、二次電池は充放電が繰



(6) JP 2011-217543 A 2011.10.27

10

20

30

40

50

り返されるため電流履歴が変化するが、本方法によれば、電流センサの残留磁束を一定の
状態に矯正してからオフセットを取得する。このように矯正された残留磁束の下で電流セ
ンサのオフセットを取得することにより、電流履歴により変わる残留磁束の影響が小さく
なり、取得されるオフセットの精度も一定に維持されるようになる。このため、電流セン
サの検出値をこの取得したオフセットにて補正する場合であれ、高い精度に維持された電
流値が求められることはもとより、より好適な二次電池のＳＯＣ管理が可能となる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明にかかる車両用電池管理装置及び電流センサのオフセット検出方法によれば、二
次電池の充放電電流をより高い精度のもとに管理することができるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明にかかる車両用電池管理装置を具体化した第１の実施形態についてその回
路構成を示す回路図。
【図２】同実施形態の電流センサの残留磁束のヒステリシス特性を示すグラフ。
【図３】同実施形態の電流センサの検出値に生じる残留磁束のヒステリシス特性の影響を
示すグラフ。
【図４】同実施形態の装置による電流センサのオフセット検出態様を示すタイミングチャ
ート。
【図５】本発明にかかる車両用電池管理装置を具体化した第２の実施形態についてその回
路構成を示す回路図。
【図６】ハイブリッド自動車において二次電池の充放電を管理する構成を模式的に示すブ
ロック図。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　（第１の実施形態）
　本発明にかかる車両用電池管理装置を具体化した第１の実施形態について、図に従って
説明する。図１は、車両用電池管理装置の回路構成を示す回路図である。
【００２５】
　図１に示すように、車両用電池管理装置には、車両の電動機／発電機ＭＧ（図６参照）
に電力を供給する二次電池ＢＴと該二次電池ＢＴの電流を計測する電流センサＡＭと該電
流センサＡＭを介して直列接続される直列開閉器としての直列リレー１２とからなる第１
の直列回路が設けられている。また、電流センサＡＭ及び直列リレー１２には、制御装置
としての電池管理コントロールコンピュータ（電池管理ＥＣＵ）１０が電気的に接続され
ている。なお、図６に示したように、車両の電動機／発電機ＭＧは、インバータＩＶを介
して二次電池ＢＴと電力（電流）の授受を行うようになっている。これにより、電動機／
発電機ＭＧは、二次電池ＢＴから供給される電力（電流）に基づいて車両の駆動力を発生
させる一方、車両制動時などには電動機／発電機ＭＧにより回生された電力（電流）を二
次電池ＢＴに供給するようになっている。
【００２６】
　二次電池ＢＴは、１つ又は複数の単電池からなる複数の電池モジュールを直列接続して
構成されるニッケル水素電池やリチウムイオン電池などであって、例えば２４０個の単電
池を直列接続して３００ボルト程度の電圧を出力する。二次電池ＢＴの残存容量（ＳＯＣ
：ｓｔａｔｅ　ｏｆ　ｃｈａｒｇｅ）は、電圧や温度を考慮しつつ、二次電池ＢＴへの充
電電流の積算値と二次電池ＢＴからの放電電流の積算値とに基づき求められる。そして、
この二次電池ＢＴのＳＯＣが、特定の範囲内、例えば５０％から６０％の範囲内となるよ
うに二次電池ＢＴの充放電にかかる電流が管理される。
【００２７】
　電流センサＡＭは、二次電池ＢＴに充電（入力）される電流や二次電池ＢＴから放電（
出力）される電流を検出するとともに、その検出結果に対応した出力電圧Ｖｘを電池管理



(7) JP 2011-217543 A 2011.10.27

10

20

30

40

50

ＥＣＵ１０に出力する。電流センサＡＭには、充電電流や放電電流が回路周辺に発生させ
る磁束を集束して測定感度を高めるためのセンサコアＴと、センサコアＴにより集束させ
た磁束の磁界を検出するホール素子とが設けられている。すなわち電流センサＡＭは、磁
界に応じてのホール素子の検出結果に対応する出力電圧Ｖｘを出力する。これにより、測
定対象の被測定電流、すなわち二次電池ＢＴへの充電電流や二次電池ＢＴからの放電電流
が検出される。なお上述のように、二次電池ＢＴのＳＯＣを管理するためには、電流セン
サＡＭの検出結果から高い精度で充電電流及び放電電流を求めることが必要とされる。
【００２８】
　ところで、電流センサＡＭの出力には多少のオフセットが含まれることが知られている
。例えばオフセットの影響により、被測定電流が「０」のときであれ、電流センサＡＭか
ら検出値が出力されたりする。このようなオフセットの原因のひとつに、センサコアＴの
残留磁束によるものがある。センサコアＴは、過去に検出した電流の変化に基づいて所定
の残留磁束が残る特性を有しており、図２に示すように、残留磁束としての磁束密度がヒ
ステリシス特性をもって変化するようになっている。特に、検出磁界が「０」や「０」近
傍においては、残留磁束の影響も相対的に大きくなる。具体的には、検出磁界が負方向か
ら正方向に変化するとき（曲線Ｌ１）、磁界「０」にける残留磁束の磁束密度は、負の値
Ｂ０ｍとなる。逆に、検出磁界が正方向から負方向に変化するとき（曲線Ｌ２）、磁界「
０」における残留磁束の磁束密度は、正の値Ｂ０ｐとなる。このことから、磁界「０」の
ときのセンサコアＴの残留磁束の磁束密度は、過去の被測定電流により生成された検出磁
界の向きと強さ等に応じて、負の値Ｂ０ｍから正の値Ｂ０ｐまでの範囲の値をとり得るも
のとなる。すなわち、図３に示すように、電流センサＡＭの被測定電流が「０」であると
しても、電流センサＡＭの検出値（出力電圧Ｖｘ）としては、下値Ｖｍから上値Ｖｐまで
の範囲の値を取り得ることとなることにより、検出値には範囲Ｖｈｙの誤差が含まれる可
能性がある。一般的に、二次電池ＢＴには、充放電が繰り返されることから、電流センサ
ＡＭの検出した過去の電流の向きや大きさを正確に把握することは容易ではなく、電流セ
ンサＡＭの残留磁束の磁束密度等を正確に知ることは難しい。そのため、残留磁束の磁束
密度の誤差範囲としては、上述のように負の値Ｂ０ｍから正の値Ｂ０ｐまでの範囲Ｖｈｙ
とせざるを得ない。
【００２９】
　なお、他の電流センサとして、出力にオフセットが含まれないものもあるが、本実施形
態の電流センサＡＭと比較すると、オフセットを無くすための回路の付加による部品点数
増加、それに伴うセンサ体積の増加や信頼性の低下、コストアップなど好ましくない面も
ある。
【００３０】
　直列リレー１２は、半導体素子を用いた無接点リレーであるとともに、接続される電池
管理ＥＣＵ１０から入力される制御信号に基づいて回路を開／閉する。直列リレー１２は
、回路を閉じることで車両の電動機／発電機ＭＧに二次電池ＢＴ及び電流センサＡＭを接
続させるとともに、回路を開くことで電動機／発電機ＭＧと二次電池ＢＴ及び電流センサ
ＡＭとの接続を遮断する。
【００３１】
　二次電池ＢＴに電流センサＡＭを介して直列リレー１２が直列接続されて構成された第
１の直列回路には、第１の副開閉器としての第１のリレー１３に抵抗器Ｒ１が直列接続さ
れて構成される第２の直列回路が並列接続されている。すなわち、第１の直列回路と第２
の直列回路により並列回路が構成されている。
【００３２】
　第２の直列回路の抵抗器Ｒ１は、電動機／発電機ＭＧからの回生電流や二次電池ＢＴの
出力電流を分流させることが可能な電流容量を有するセメント抵抗やホーロー抵抗などか
らなる抵抗である。抵抗器Ｒ１は、例えば１０オームから３０オームの値に設定されてい
ることから、二次電池ＢＴから３００ボルトの電圧が供給された場合、１０アンペアから
３０アンペアの電流を流すことができるようになっている。
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【００３３】
　第２の直列回路の第１のリレー１３は、半導体素子を用いた無接点リレーであるととも
に、電池管理ＥＣＵ１０に接続されていて、電池管理ＥＣＵ１０から入力される制御信号
に基づいて回路を開／閉する。第１のリレー１３は、回路を閉じることで抵抗器Ｒ１を二
次電池ＢＴに電流センサＡＭを介して並列接続させる。これにより、第１のリレー１３が
回路を閉じているとき、二次電池ＢＴから放電されると抵抗器Ｒ１には二次電池の放電電
流が流れる一方、二次電池ＢＴが充電されると抵抗器Ｒ１には二次電池ＢＴへの充電電流
の一部が分流される。
【００３４】
　また、第１の直列回路と第２の直列回路により構成される並列回路は、主開閉器として
のメインリレー１１を介して電動機／発電機ＭＧに接続されている。
　メインリレー１１は、半導体素子を用いた無接点リレーであるとともに、電池管理ＥＣ
Ｕ１０に接続されていて、電池管理ＥＣＵ１０から入力される制御信号に基づいて回路を
開／閉する。メインリレー１１は、回路を閉じることで二次電池ＢＴを含む並列回路と電
動機／発電機ＭＧ（インバータＩＶ）とを直列接続させる。これにより、メインリレー１
１が回路を閉じているとき、二次電池ＢＴからの放電電流が電動機／発電機ＭＧに供給さ
れる一方、電動機／発電機ＭＧにより回生された電流が二次電池ＢＴに充電されるように
なる。
【００３５】
　これにより、メインリレー１１と直列リレー１２とが共に開かれた場合、第１の直列回
路は、電動機／発電機ＭＧ（インバータＩＶ）から電気的に分離されて、同電動機／発電
機ＭＧ（インバータＩＶ）からのノイズ等が遮断されるようになる。これにより、被測定
電流が「０」のときの電流センサＡＭの検出値を高い精度で取得することができるように
もなる。また、電動機／発電機ＭＧ（インバータＩＶ）との分離は、上記と同様の理由に
より、二次電池ＢＴの端子間電圧の測定を好適に行えるようにもする。一方、電動機／発
電機ＭＧ（インバータＩＶ）としても、二次電池ＢＴから切り離されることで、その漏電
検査などが容易に行えるようになる。
【００３６】
　電池管理ＥＣＵ１０は、各種演算処理を実行するＣＰＵ、各種制御プログラムを格納す
るＲＯＭ、データ格納やプログラム実行のためのワークエリアとして利用されるＲＡＭ、
入出力インターフェース、メモリ（不揮発性メモリを含む）等を備えたマイクロコンピュ
ータを中心に構成されている。電池管理ＥＣＵ１０には、車載ネットワークなどを介して
図示しないマンマシンインターフェイスや図示しない各種ＥＣＵが通信可能に接続されて
いる。これにより、電池管理ＥＣＵ１０は、車両の運転状態（イグニッションのオン／オ
フやこれに連動するハイブリッドモードのオン／オフ）などを把握して電流センサＡＭの
オフセット検出が可能か否かを判断することができるようになっている。
【００３７】
　本実施形態では、電池管理ＥＣＵ１０は、二次電池ＢＴの充放電を管理するための制御
、具体的にはメインリレー１１、直列リレー１２及び第１のリレー１３のそれぞれの開閉
制御を行う。そのため、電池管理ＥＣＵ１０には、所定の条件に応じて各リレーの開閉制
御を実行するプログラムや各リレーの開閉制御に用いられる各種パラメータなどが予め記
憶されている。各種パラメータには、二次電池ＢＴのＳＯＣや、二次電池ＢＴに充電可能
な電流の上限値である過充電閾値などが含まれる。特に、繰り返される充放電に応じて値
が逐次変化する二次電池ＢＴのＳＯＣは不揮発性メモリに記憶されることで、車両が不使
用状態であったとしても前回算出された値が維持されているようになっている。また、電
流センサＡＭのオフセットの値も不揮発性メモリに記憶されることで電流センサＡＭから
の検出値を補正することに用いることができるようになっているとともに、適宜更新され
るオフセットの値が維持されるようになっている。
【００３８】
　電池管理ＥＣＵ１０には、電流センサＡＭが電気的に接続されている。電池管理ＥＣＵ
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１０は、被測定電流に対応して電流センサＡＭから入力される出力電圧Ｖｘに基づいて二
次電池ＢＴの充放電電流の値を求める。そして、電流センサＡＭの検出に基づいて求めら
れた電流値を積算する、すなわち二次電池ＢＴへの充電電流を加算する一方、二次電池Ｂ
Ｔからの放電電流を減算し、電圧や温度を考慮して、二次電池ＢＴのＳＯＣを管理する。
なお、本実施形態では、電池管理ＥＣＵ１０は、予め検出した電流センサＡＭのオフセッ
トによりその後に電流センサＡＭが被測定電流に応じて出力する値（出力電圧Ｖｘ）を補
正することで、被測定電流の電流値を高い精度で求めるようにしている。すなわち、二次
電池ＢＴの充放電電流が高い精度で算出される。また、二次電池ＢＴの充放電する電流が
高い精度で算出されることから、自ずと、電流値の積算から求められる二次電池ＢＴのＳ
ＯＣの精度も向上されることで、二次電池ＢＴのＳＯＣ管理を高い精度で行なえるように
もなる。
【００３９】
　電池管理ＥＣＵ１０にはメインリレー１１が接続されているとともに、電池管理ＥＣＵ
１０は所定の条件に基づいてメインリレー１１を開閉制御する。すなわち、メインリレー
１１は、電池管理ＥＣＵ１０からの「開」信号に応じて回路を開き、電池管理ＥＣＵ１０
からの「閉」信号に応じて回路を閉じる。
【００４０】
　電池管理ＥＣＵ１０には直列リレー１２が接続されているとともに、電池管理ＥＣＵ１
０は所定の条件に基づいて直列リレー１２を開閉制御する。直列リレー１２は、電池管理
ＥＣＵ１０からの「開」信号に応じて回路を開き、電池管理ＥＣＵ１０からの「閉」信号
に応じて回路を閉じる。
【００４１】
　電池管理ＥＣＵ１０には第１のリレー１３が接続されているとともに、電池管理ＥＣＵ
１０は所定の条件に基づいて第１のリレー１３を開閉制御する。第１のリレー１３は、電
池管理ＥＣＵ１０からの「開」信号に応じて回路を開き、電池管理ＥＣＵ１０からの「閉
」信号に応じて回路を閉じる。
【００４２】
　次に、本実施形他の車両用電池管理装置において、電池管理ＥＣＵ１０が電池管理のた
めに行なう各種制御とそのときの各リレーの開閉制御について詳述する。
　［不使用制御］
　ハイブリッドモードがオフされるなど車両が使用されない場合、電池管理ＥＣＵ１０は
、メインリレー１１を開いて二次電池ＢＴと電動機／発電機ＭＧとの接続を切断する。ま
た、第１のリレー１３を開いておくことで、二次電池ＢＴの放電電流が抵抗器Ｒ１に消費
されないようにしておく。
【００４３】
　［通常制御］
　ハイブリッドモードがオンされるなど車両が使用される場合、電池管理ＥＣＵ１０は、
メインリレー１１を閉じて二次電池ＢＴと電動機／発電機ＭＧとを接続する。また、第１
のリレー１３を開いておくことで、二次電池ＢＴの放電電流や二次電池ＢＴへの充電電流
が抵抗器Ｒ１に消費されないようにしておく。
【００４４】
　［過充電制御］
　上記「通常制御」のとき回生された電流が過充電閾値を超えた場合、電池管理ＥＣＵ１
０は、第１のリレー１３を閉じて二次電池ＢＴへ充電される回生電流の一部を抵抗器Ｒ１
に消費させるようにする。これにより、二次電池ＢＴへの過充電電流の流入が抑制される
ようになり、二次電池ＢＴの管理の自由度が向上されるようになる。なお、回生電流が過
充電閾値以下になった場合、電池管理ＥＣＵ１０は、第１のリレー１３を開いてこの「過
充電制御」を終了して上記「通常制御」に戻る。
【００４５】
　［オフセット検出準備制御］
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　また、電池管理ＥＣＵ１０は、電流センサＡＭのオフセットを検出する準備として、メ
インリレー１１を開くとともに、第１のリレー１３を閉じて二次電池ＢＴ及び抵抗器Ｒ１
からなり電流センサＡＭを含むループ回路を形成する。これにより、電流センサＡＭを含
むループ回路には、二次電池ＢＴの電圧と抵抗器Ｒ１の抵抗値に基づく定常電流が一定方
向への一定電流として流れる。この定常電流が、電流センサＡＭの残留磁束を、過去の不
確定な充放電電流により生成されて残留する未知の磁束密度に代わり、当該定常電流に基
づく既知の磁束密度Ｂ０ａに基づくものとして生成する（図２参照）。例えば、ループ回
路に、二次電池ＢＴの３００ボルトの電圧と抵抗器Ｒ１の１０オームの抵抗値とに基づい
て流れる３０アンペアの電流が電流センサＡＭにオフセット検出用の磁束密度Ｂ０ａを生
成させる。これにより電流センサＡＭに残留する残留磁束を、負の値Ｂ０ｍから正の値Ｂ
０ｐまでの誤差範囲を有する磁束密度に基づくものから、既知の磁束密度Ｂ０ａもしくは
その近傍の磁束密度に基づくものに矯正することができるようになる。これにより、被測
定電流が「０」のとき、その検出結果として電流センサＡＭから出力される出力電圧Ｖｘ
としても、下値Ｖｍから上値Ｖｐまでの範囲Ｖｈｙを誤差として有するものではなく、既
知の出力電圧Ｖａ、もしくは、その近傍の値が出力されるようになる。
【００４６】
　［オフセット検出制御］
　そして上記「オフセット検出準備制御」に続けて電流センサＡＭのオフセットが検出さ
れる。電池管理ＥＣＵ１０は、メインリレー１１、直列リレー１２及び第１のリレー１３
をそれぞれ開いて電流センサＡＭを電動機／発電機ＭＧから電気的に分離する。なお、直
列リレー１２を開くことにより、電動機／発電機ＭＧ（インバーターＩＶ）からのノイズ
等が電流センサＡＭの検出値に影響を与えないようにする。そして電池管理ＥＣＵ１０は
、電流センサＡＭの検出値に応じた出力電圧Ｖｘを取得する。なお電流センサＡＭにオフ
セット検出用の磁束密度Ｂ０ａが残留しているとき、同磁束密度Ｂ０ａに基づく残留磁束
により電流センサＡＭからは既知である出力電圧Ｖａが検出値として出力されることが予
め分かっている。このことから、既知である出力電圧Ｖａと電流センサＡＭから実際に出
力された出力電圧Ｖｘとの差が電流センサＡＭのオフセットとして求められる。なお、既
知である出力電圧Ｖａは予め不揮発性メモリ等に設定されている。
【００４７】
　次に、本実施形態の車両用電池管理装置による電流センサＡＭのオフセット検出態様に
ついて図にしたがって説明する。図４は、電流センサＡＭのオフセット検出態様を経時的
に示すタイミングチャートである。
【００４８】
　一般に、車両が使用を開始されてハイブリッドモードがオンすると、図４に示すように
、電池管理ＥＣＵ１０は、「不使用制御」（時刻ｔ１以前）から「通常制御」に切換える
（時刻ｔ１）。また、車両が使用を終了されてハイブリッドモードがオフした後、電池管
理ＥＣＵ１０は、「通常制御」を終了する（時刻ｔ２）。
【００４９】
　本実施形態では、車両が使用を終了されたことで「通常制御」が終了した後、電流セン
サＡＭのオフセットを検出する。まず、電池管理ＥＣＵ１０は、電流センサＡＭのオフセ
ット検出の準備を開始する。すなわち、電池管理ＥＣＵ１０は、「通常制御」の終了後に
一定時間が経過するなど、電流センサＡＭのオフセットを検出する条件が成立すると（時
刻ｔ３）「オフセット検出準備制御」を開始する。
【００５０】
　「オフセット検出準備制御」が開始されると、二次電池ＢＴ及び抵抗器Ｒ１からなり電
流センサＡＭを含むループ回路が形成されて、電流センサＡＭには二次電池ＢＴと抵抗器
Ｒ１とにより規定される定常電流が流される（時刻ｔ３から時刻ｔ４の間）。これにより
電流センサＡＭには、定常電流に対応した磁束密度Ｂ０ａに基づく残留磁束が生成される
。そして電池管理ＥＣＵ１０は、この磁束密度Ｂ０ａの下で「オフセット検出制御」を開
始して（時刻ｔ４）、電流センサＡＭの検出値（出力電圧Ｖｘ）を検出する（時刻ｔ４か
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ら時刻ｔ５の間）。このとき検出された、出力電圧Ｖｘと磁束密度Ｂ０ａに基づく既知で
ある出力電圧Ｖａとの差をオフセットとして求めて、新たなオフセットとして不揮発性メ
モリに記憶させる。そして、電流センサＡＭのオフセット検出を終了する。
【００５１】
　これにより、電流センサＡＭのオフセットを高い精度で取得することができるようにな
り、その後に電流センサＡＭにより検出される検出値を当該オフセットにより補正するこ
とで求められる電流値の精度も高く維持され、ひいては二次電池ＢＴのＳＯＣ管理が高い
精度で行われるようになる。
【００５２】
　以上説明したように、本実施形態の車両用電池管理装置によれば、以下に列記するよう
な効果が得られるようになる。
　（１）電池管理ＥＣＵ１０は、二次電池ＢＴの接続先を、二次電池ＢＴの電力授受先で
ある車両走行用の電動機／発電機ＭＧとすることができる。また、二次電池ＢＴをそれら
電力授受先から切り離すとともにこの切り離した二次電池ＢＴに抵抗器Ｒ１が並列接続さ
れたループ回路を構成して、該抵抗器Ｒ１に定常電流を流すようにすることができる。定
常電流は、該電流が流れる電流センサＡＭに生じる残留磁束のヒステリシスの影響などを
低減もしくは予測可能とすることから、電流センサＡＭにて検出される検出値から算出さ
れる電流値の精度も自ずと向上されるようになる。このため、こうした回路構成を有する
車両用電池管理装置によれば、二次電池ＢＴの充放電電流をより高い精度のもとに管理す
ることができるようになる。
【００５３】
　（２）電池管理ＥＣＵ１０を通じて二次電池ＢＴを車両走行用の電動機／発電機ＭＧに
接続させつつ二次電池ＢＴに抵抗器Ｒ１を並列接続することで、二次電池ＢＴに充電され
る電流を抵抗器Ｒ１に分流させた状態で二次電池ＢＴの充電電流を管理することもできる
。
【００５４】
　（３）予め電流センサＡＭに二次電池ＢＴと抵抗器Ｒ１とにより規定される定常電流を
流してから電流センサＡＭのオフセットを取得するようにした、電流センサＡＭのオフセ
ットを既知の電流履歴の下で取得することができるようになる。すなわち、二次電池ＢＴ
は充放電が繰り返されるため電流履歴は変化するが、本実施形態では、電流センサＡＭの
残留磁束を一定の状態、例えば磁束密度Ｂ０ａに矯正してからオフセットを取得する。こ
のように矯正された残留磁束（磁束密度Ｂ０ａ）の下で電流センサＡＭのオフセットを取
得することにより、電流履歴により変わる残留磁束の影響が小さくなり、取得されるオフ
セットの精度も一定に維持されるようになる。そしてその後、電流センサＡＭの検出値を
この取得したオフセットにて補正することにより、高い精度に維持された電流値が求めら
れることはもとより、二次電池ＢＴのＳＯＣも好適に管理することができるようになる。
【００５５】
　（４）メインリレー１１と直列リレー１２との協働により二次電池ＢＴや電流センサＡ
Ｍを走行用電動機／発電機ＭＧから電気的に遮断することができるため、電流センサＡＭ
の検出値に走行用電動機／発電機ＭＧなど車両からのノイズが含まれる影響を低減するこ
とができるようになる。これにより、電流センサＡＭの検出値に含まれるノイズなどの影
響が低減されて、オフセット検出精度のさらなる向上が図られるようになる。
【００５６】
　（５）抵抗器Ｒ１を、電流センサＡＭに定常電流を流すばかりではなく、二次電池ＢＴ
に供給される過充電電流の一部の消費にも用いるようにすることから、当該車両用電池管
理装置として二次電池ＢＴの充放電電流の管理にかかる自由度も拡大されるようになる。
【００５７】
　（６）メインリレー１１と第１のリレー１３、直列リレー１２などを無接点リレーなど
の無接点式の開閉器としたことで、速い応答速度が得られるとともに、機械故障や振動や
衝撃等による誤動作などが生じるおそれもなくなり、当該車両用電池管理装置としても、
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管理性能の向上はもとより信頼性も高く維持されるようになる。
【００５８】
　なお、本実施形態では、直列リレー１２を開くことにより、二次電池ＢＴや電流センサ
ＡＭを、走行用電動機／発電機ＭＧから電気的に遮断しているが、直列リレー１２を有さ
ない実施形態も本発明に含まれる。
【００５９】
　（第２の実施形態）
　本発明にかかる車両用電池管理装置を具体化した第２の実施形態について、図５に従っ
て説明する。なお、本実施形態の車両用電池管理装置は、先の第１の直列回路に並列に接
続される回路が、先の第１の実施形態の第２の直列回路と相違する一方、その他の構成に
ついては同様なので、ここでは主に先の第１の実施形態と相違する点について説明し、同
様な箇所には同様の符号を付しその説明を割愛する。
【００６０】
　図５に示すように、二次電池ＢＴに直列リレー１２が直列接続され、二次電池ＢＴの電
流を計測する電流センサＡＭが設けられた第１の直列回路には、第２のリレー１４の第１
の副開閉器としての第１のスイッチＳＷ１と抵抗器Ｒ１とが直列接続される第２の直列回
路が並列接続される。また、第１の直列回路には、第２のリレー１４の第２の副開閉器と
しての第２のスイッチＳＷ２とコンデンサＣ１が直列接続される第３の直列回路も並列接
続される。
【００６１】
　第２のリレー１４に設けられた第１のスイッチＳＷ１と第２のスイッチＳＷ２とは、そ
れぞれ半導体素子を用いた各別の無接点リレーであるとともに、第２のリレー１４に接続
される電池管理ＥＣＵ１０から入力される各別の制御信号に基づいて回路を各別に開／閉
する。第２のリレー１４の第１のスイッチＳＷ１は、回路を閉じることで第１の直列回路
に抵抗器Ｒ１を並列接続させる一方、回路を開くことで、抵抗器Ｒ１と、前記第１の直列
回路との接続及び電動機／発電機ＭＧとの接続を遮断する。第２のリレー１４の第２のス
イッチＳＷ２は、回路を閉じることで第１の直列回路にコンデンサＣ１を並列接続させる
一方、回路を開くことで、コンデンサＣ１と、前記第１の直列回路との接続及び電動機／
発電機ＭＧとの接続を遮断する。
【００６２】
　電池管理ＥＣＵ１０には、先の第１の実施形態の第１のリレー１３の代わりに、第２の
リレー１４が接続されているとともに、電池管理ＥＣＵ１０は所定の条件に基づいて第２
のリレー１４の第１及び第２のスイッチＳＷ１，ＳＷ２を各別に開閉制御する。すなわち
、第２のリレー１４の第１のスイッチＳＷ１は、電池管理ＥＣＵ１０からの「開」信号に
応じて回路を開き、電池管理ＥＣＵ１０からの「閉」信号に応じて回路を閉じる。また、
第２のリレー１４の第２のスイッチＳＷ２は、電池管理ＥＣＵ１０からの「開」信号に応
じて回路を開き、電池管理ＥＣＵ１０からの「閉」信号に応じて回路を閉じる。
【００６３】
　次に、本実施形他の車両用電池管理装置の電池管理ＥＣＵ１０にて行われる、各種制御
における各リレーの開閉制御について詳述する。なお、先の第１の実施形態にて説明した
リレーの開閉制御と重複する説明にあっては、説明の便宜上、その説明の一部を割愛する
。
【００６４】
　［不使用制御］
　車両が使用されない場合、電池管理ＥＣＵ１０は、メインリレー１１を開いて二次電池
ＢＴと電動機／発電機ＭＧとの接続を切断させる。また、第２のリレー１４の第１及び第
２のスイッチＳＷ１，ＳＷ２を開く。
【００６５】
　［通常制御］
　車両が使用される場合、電池管理ＥＣＵ１０は、メインリレー１１を閉じて二次電池Ｂ
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Ｔと電動機／発電機ＭＧとを接続させる。また、第２のリレー１４の第１及び第２のスイ
ッチＳＷ１，ＳＷ２を開く。
【００６６】
　［過充電制御］
　上記「通常制御」のとき回生電流が過充電閾値を超えた場合、電池管理ＥＣＵ１０は、
第２のリレー１４の第１及び第２のスイッチＳＷ１，ＳＷ２をそれぞれ閉じる。これによ
り二次電池ＢＴへ充電される回生電流の一部が抵抗器Ｒ１に消費されるとともに、回生電
流の一部がコンデンサＣ１に吸収されるようになる。なお、回生電流が過充電閾値以下に
なった場合、電池管理ＥＣＵ１０は、第２のリレー１４の第１及び第２のスイッチＳＷ１
，ＳＷ２をそれぞれ開いてこの「過充電制御」を終了して上記「通常制御」に戻る。
【００６７】
　なお、「過充電制御」では、過剰な電力が瞬間的（急激）に発生することがあるが、本
実施形態では、コンデンサＣ１を有することにより、瞬間的に発生した過剰な電力をコン
デンサＣ１に蓄えることができる。それにより、抵抗器Ｒ１のみを用いて過充電制御を行
う場合よりも、急激な電池電圧の上昇を早期に抑えることができる。
【００６８】
　また、本実施形態の「過充電制御」では、二次電池ＢＴにコンデンサＣ１も並列接続さ
れるので、回生電流に含まれるノイズが低減されたり、回生電流が平滑化されたりするよ
うにもなる。
【００６９】
　［コンデンサ放電制御］
　上記「過充電制御」によりコンデンサＣ１には電荷が残る。そこで、電池管理ＥＣＵ１
０は、所定の条件の下、メインリレー１１と直列リレー１２とをそれぞれ開くとともに、
第２のリレー１４の第１及び第２のスイッチＳＷ１，ＳＷ２をそれぞれ閉じてコンデンサ
Ｃ１の電荷を抵抗器Ｒ１に消費させて、以後の過電流制御にコンデンサＣ１を用いること
ができるように備える。なお、所定の条件とは、車両の駐停車時など、一時的にハイブリ
ッドモードをオフすることが可能な場合などである。
【００７０】
　なお、「過充電制御」の後、電池管理ＥＣＵ１０は、直列リレー１２と第２のリレー１
４の第１のスイッチＳＷ１とを開くとともに、メインリレー１１と第２のリレー１４の第
２のスイッチＳＷ２とを閉じることで、コンデンサＣ１を車両の放電装置（図示略）に接
続させて、より早くコンデンサＣ１の電荷を放電させるようにしてもよい。
【００７１】
　［オフセット検出準備制御］
　電池管理ＥＣＵ１０は、電流センサＡＭのオフセットを検出する準備として、メインリ
レー１１を開くとともに、第２のリレー１４の第１のスイッチＳＷ１を閉じて二次電池Ｂ
Ｔ及び抵抗器Ｒ１からなり電流センサＡＭを含むループ回路を形成する。これにより、定
常電流が流される電流センサＡＭの残留磁束が既知の磁束密度Ｂ０ａに基づくものとして
生成される。なおこのとき、第２のリレー１４の第２のスイッチＳＷ２は開いておく。
【００７２】
　［オフセット検出制御］
　そして上記「オフセット検出準備制御」に続けて電流センサＡＭのオフセットが検出さ
れる。電池管理ＥＣＵ１０は、メインリレー１１、直列リレー１２及び第２のリレー１４
の第１及び第２のスイッチＳＷ１，ＳＷ２をそれぞれ開いて電流センサＡＭを電動機／発
電機ＭＧから電気的に分離する。そして電池管理ＥＣＵ１０は、電流センサＡＭの検出値
に応じた出力電圧Ｖｘを取得する。そして、既知の出力電圧Ｖａと電流センサＡＭが実際
に出力した出力電圧Ｖｘとの差がオフセットとして求められる。
【００７３】
　以上説明したように、本実施形態によっても先の第１の実施形態の前記（１）～（６）
の効果と同等もしくはそれに準じた効果が得られるとともに、次のような効果が得られる
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ようになる。
【００７４】
　（７）二次電池ＢＴに過充電電流が供給されたとき、当該過充電電流の一部を抵抗器Ｒ
１にて消費するのみならず、一時的にコンデンサＣ１に蓄えることができるようにもなる
。これにより、瞬間的に発生した過剰な電力をコンデンサＣ１に蓄えることができ、抵抗
器Ｒ１のみを用いて過充電制御を行う場合うよりも、急激な電池電圧の上昇を早期に抑え
ることができる。充電電流に含まれるノイズの軽減や電流変動の平滑化も可能となり、車
両用電池管理装置としての二次電池ＢＴの充放電電流の管理もより円滑に行われるように
なる。
【００７５】
　なお、上記各実施形態は、例えば以下のような態様にて実施することもできる。
　・上記各実施形態では、二次電池ＢＴが、ニッケル水素電池やリチウムイオン電池であ
る場合について例示したが、これに限らず、二次電池は、必要な電力を供給することがで
きるのであれば公知の二次電池が用いられてもよい。
【００７６】
　・上記各実施形態では、二次電池ＢＴが、１つ又は複数の単電池からなる複数の電池モ
ジュールを直列接続する、例えば２４０個の単電池を直列接続して３００ボルト程度の電
圧を出力する場合について例示した。しかしこれに限らず、二次電池は、必要な電力を供
給することができるのであれば、単電池や電池モジュールの数は特に限定されないととも
に、構成も上記の例に限定されるものではない。なお、単電池は、角型、円筒型など特定
の形状に限定されるものでもない。
【００７７】
　・上記各実施形態では、二次電池ＢＴのＳＯＣが、５０％から６０％の範囲内となるよ
うに管理される場合について例示したが、二次電池のＳＯＣの管理範囲は、この範囲に限
られない。また、管理される範囲を適宜変動させたりしてもよい。
【００７８】
　・上記各実施形態では、オフセット検出制御にて電流センサＡＭのオフセットを求める
場合について例示した。しかしこれに限らず、オフセット検出制御と同様のリレーの開閉
制御によって、二次電池の内部抵抗を算出してもよい。すなわち、二次電池の端子間電圧
を測定する電圧センサをさらに設けて、ループ回路を形成したときに検出される二次電池
の電圧値と、電流とに基づいて二次電池の内部抵抗値を求める。内部抵抗値は、二次電池
の使用時間の増加に伴って大きくなることから、内部抵抗値に基づいて二次電池の寿命を
推定することにより、二次電池の寿命による影響を受けるＳＯＣについてその算出精度を
向上させることができるようにもなる。
【００７９】
　・上記各実施形態では、電流センサＡＭの検出値のみに基づいてオフセットを求めるよ
うにした。しかしこれに限らず、オフセットの算出に二次電池の端子間電圧を用いてもよ
い。例えば、二次電池の端子間電圧が低下すると抵抗器に流れる電流が減少することに伴
い電流センサに流れる定常電流が減少して電流センサの残留磁束が所定の値にならない。
このような場合であれ、二次電池の端子間電圧の変化、もしくは定常電流の電流値の変化
、または前記各変化に応じて変化する電流センサの残留磁束の変化などに応じて変化する
電流センサの検出値（出力電圧Ｖｘ）をマップデータとして予め設定しておく。これによ
り、二次電池の端子間電圧等が変化した場合であれ、被測定電流が「０」のとき電流セン
サから検出される出力電圧Ｖｘを該マップデータに基づいて補正することで、高い精度を
維持しつつオフセットを求めることができるようになる。
【００８０】
　・上記第１の実施形態では、メインリレー１１、直列リレー１２、及び第１のリレー１
３が、及び、上記第２の実施形態では第２のリレー１４が、それぞれ半導体素子を用いた
無接点リレーであった。しかしこれに限らず、各リレーは、その一部、もしくは全部が有
接点式のリレーであってもよい。これにより、車両用電池管理装置としての構成の自由度
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が高められるようになる。
【００８１】
　・上記第２の実施形態では第２のリレー１４に第１及び第２のスイッチＳＷ１，ＳＷ２
の２つのスイッチ（開閉器）が含まれている場合について例示した。しかしこれに限らず
、第１及び第２のスイッチは、それぞれ各別のリレーであってもよい。
【００８２】
　・上記各実施形態では、電流センサＡＭのオフセット検出を車両の使用終了後に行なう
場合について例示した。しかしこれに限らず、電流センサのオフセット検出は、車両の使
用前に行ってもよいし、車両の使用中であれ、駐停車中などハイブリッドモードをオフす
ることのできる状態になったときに行ってもよい。
【００８３】
　・上記各実施形態では、抵抗器Ｒ１は、１０オームから３０オームの値に設定される場
合について例示したが、これに限らず、抵抗値は、残留磁束を矯正することのできる電流
を電流センサに流すことができるのであれば、１０オームより小さくても、３０オームオ
ームより大きくてもよい。なお一般的には、流れる電流値が大きいほど、電流センサに生
成される残留磁束が大きくなるので、過去の残留磁束の矯正が強力に行われるようになる
。
【００８４】
　・上記各実施形態では、車両がハイブリッド自動車である場合について例示したが、こ
れに限らず、車両は電気自動車でもよい。
【符号の説明】
【００８５】
　１０…電池管理コントロールコンピュータ（電池管理ＥＣＵ）、１１…メインリレー、
１２…直列リレー、１３…第１のリレー、１４…第２のリレー、２０…駆動系ＥＣＵ、Ａ
Ｍ…電流センサ、ＢＴ…二次電池、Ｃ１…コンデンサ、Ｒ１…抵抗器、ＳＷ１…第１のス
イッチ、ＳＷ２…第２のスイッチ、Ｔ…センサコア。
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